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2広報だいせん　令和 6年 2月号

特
　
集

SSOOGGII（ソジ）（ソジ）とは？とは？
Sexual Orientation and Gender Identity
の頭文字からきています。

　
お
互
い
を
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
ま
た
は
家
族
と
し
て
尊
重
し
協
力

し
あ
う
こ
と
を
約
束
し
た
関
係「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ・フ
ァ
ミ
リ
ー

シ
ッ
プ
」
を
結
ん
で
い
る
こ
と
を
本
町
に
宣
誓
で
き
る
制
度
で
す
。

　
宣
誓
し
た
こ
と
を
町
が
証
明（
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ・フ
ァ
ミ
リ
ー

シ
ッ
プ
証
明
書
を
交
付
）
す
る
こ
と
で
公
的
サ
ー
ビ
ス
や
社
会
的
配

慮
を
受
け
や
す
く
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

〈
法
律
婚
と
の
違
い
〉

　
婚
姻
は
、
民
法
に
基
づ
く
制
度
で
あ
り
、
相
続
権
や
扶
養
義
務
な

ど
の
法
的
な
権
利
・
義
務
を
伴
い
ま
す
が
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
・

フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ッ
プ
制
度
は
法
的
な
権
利
や
義
務
を
伴
い
ま
せ
ん
。

　
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
・

　
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
・

　
　
　
フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ッ
プ
制

　
　
　
フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ッ
プ
制
度度
と
は
？

と
は
？

Sexual Orientation（性的指向）
　�恋愛感情や性的な関心がいずれかの性別に向かう
か、の指向

Gender Identity（性自認）
　�自分自身を男性と認識するか女性と認識するか、あ
るいはどちらともはっきり決められない、どちらで
もないなど、どのように認識しているか

　LGBTという言葉がレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーという「どんな人」であるか
を表すのに対して、SOGⅠは「性の要素そのもの」を表しています。
　LGBTのようにどんな人かを分類すると、該当しない人にとっては「他人ごと」になってしまいますが、SOGⅠ�
は誰もが持っている性の要素であり、「自分ごと」として考えられるようになります。

SOGSOGII

　自分の性の認識や好きになる性は自分の意思では変えられま
せん。また、人に言われて変えられるものでもありません。
　「女性として生まれたけれど、自分の認識の性は男性」、「好
きになるのは同性」など、SOGⅠ（ソジ）は十人十色で自然な
ものです。

誰もが自分らしく誰もが自分らしく

「男性」「女性」と極端に分かれるものではなくグラデーション（段階的に色が変わる様子）

男性 女性

必
要
書
類

◆
住
民
票
の
写
し
ま
た
は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

◆�

戸
籍
謄
本
、
外
国
籍
の
方
は
本
国
が
発
行
す
る
婚
姻
要
件
具
備
証

明
書
（
日
本
語
訳
を
添
え
て
提
出
く
だ
さ
い
。）

◆
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
等
）

◇�

（
フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ッ
プ
の
届
出
を
す
る
場
合
）
子
ま
た
は
親
等
の

近
親
者
と
の
関
係
が
確
認
で
き
る
書
類

　
→
戸
籍
抄
本
、（
未
成
年
の
場
合
）
住
民
票
の
写
し

届
出
が
で
き
る
方

①
双
方
が
満
18
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

②
い
ず
れ
か
一
方
は
大
山
町
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
人

③
双
方
に
配
偶
者
（
事
実
婚
を
含
む
）
が
い
な
い
こ
と
　

④�

双
方
が
届
出
者
以
外
の
人
と
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
関
係
に
な
い

こ
と

⑤�

届
出
者
同
士
が
近
親
者
で
な
い
こ
と
（
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
近
親

者
と
な
っ
た
者
を
除
く
）

「「大山町大山町パパ ートナーシップ・ートナーシップ・
　 　　 　　　フフ ァミリーシップ制度ァミリーシップ制度」」を開始します。を開始します。

は共生社会の実現に向けて理解を深めるための計�は共生社会の実現に向けて理解を深めるための計�
した。この度、この計画に沿って新たに、「SOGした。この度、この計画に沿って新たに、「SOGⅠⅠ��
らず自分自身を大切にし、自分らしく生き、互い�らず自分自身を大切にし、自分らしく生き、互い�
ちを目指して制度を開始します。ちを目指して制度を開始します。

SSOOGGII（ソジ）（ソジ）は十人十色は十人十色



3 広報だいせん　令和 6年 2月号

特
　
集

ちょっと待って！ちょっと待って！

それ、それ、SSOOGGII（ソジ）ハラスメントです！（ソジ）ハラスメントです！

　SOGⅠに関連した差別的な言動や嘲笑、いじめや暴力などの精神的、肉体的な嫌がらせは、「SOGⅠ（ソジ）ハラ
スメント」です。
　望まない性別での学校生活や職場での強制異動、採用拒否や解雇など、差別を受けて社会生活上の不利益が生じ
ることを表します。

望まない性別での生活の強要
誰かのSOGIについて 
許可なく公表すること

いじめ・無視・暴力

不当な異動や解雇、 
不当な入学拒否や転校強制

誰もが自分らしく誰もが自分らしく
「「大山町大山町パパ ートナーシップ・ートナーシップ・
　 　　 　　　フフ ァミリーシップ制度ァミリーシップ制度」」を開始します。を開始します。
これまで本町で�これまで本町で�
画を行ってきま�画を行ってきま�
（ソジ）（ソジ）」」に関わ�に関わ�
を認め合えるまを認め合えるま

証明を受けることで利用しやすくなる制度
大山町以外の都道府県や市区町村で発行された証明書等の提示でも町内でサービスをご利用頂けます。
◎住民票へ「縁故者」と記載できる（希望者のみ）　　　　◎町営住宅への入居申込・同居申請
◎介護用品の給付申請手続き　　　　　　　　　　　　◎日常生活用具給付申請の代理手続き
◎保育所等の利用申請手続き　　　　　　　　　　　　◎病状説明や治療方針説明へのパートナーの同席　　など

証明書・証明カードは、法律上の効力が生じる
ものではありませんが、提示することで受けや
すくなるサービスもあります。
お互いが家族と同等の価値を共有し、生きてい
くことを宣誓された証としてご活用ください。

様式第２号（第５条関係）

第 〇 〇 〇 〇 号
年 月 日

パートナーシップ・ファミリーシップ証明書

【 本人 】 【 パートナー 】

氏 名

生 年 月 日 年 月 日 年 月 日

住 所

【 ファミリーシップ対象者 】

氏 名 （続柄）

（続柄）

届 出 年 月 日 年 月 日

大山町パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施要綱第５条第１項の規定に基づき、パートナーシ
ップ・ファミリーシップ届を受理したことを証します。

大山町長 印

このカードの提示を受けられた方へ 

大山町では、性別にとらわれることなく、互いの多様性を認め

合い、すべての人が自分らしく生きる社会を実現するため、大山

町パートナーシップ・ファミリーシップ制度を実施しています。 

 法的効力を発生させるものではありませんが、制度の趣旨をご

理解いただき、性の多様性において、違いや個性に対する差別や

偏見のないまちづくりへのご理解とお協力をお願いします。 

また、本証明書の内容について、本人の同意なく口外しないで

下さい。 

大山町役場 福祉介護課人権推進室 

住所 鳥取県西伯郡大山町茶畑 1077 番地 3 電話 0859-54-2286 

大 山 町 

届出には事前予約が必要です。
詳しくは人権推進室へご連絡ください。
jinken@town.daisen.lg.jp
0859-54-2286▲▲証明書、証明カードの見本

パ

ト
ナ

通称名を使用している場合の戸籍上の氏名

ーナトーパ人本

戸籍上の氏名※  

※外国籍の方については、戸籍上の氏名に準ずるものを記載します。 

近親者等の氏名

（続柄：  ）                          （続柄：   ） 

【緊急連絡先】（自由記載） 

第     号 

大山町パートナーシップ・ファミリーシップ証明カード 

氏    名                 氏    名 

住    所    住    所 

生年月日    年  月  日  生年月日       年  月  日

大山町パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施要綱の規定に基づき届出を 

受理したことを証します。

年   月   日                    大山町長



4広報だいせん　令和 6年 2月号

ま
ち
の
話
題

　
１
月
３
日
、
名
和
農
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
で
成
人
式
を
行
い
ま
し
た
。

今
回
の
成
人
式
は
平
成
15
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
16
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

町
在
住
者
及
び
出
身
者
が
対
象
で
す
。
式

に
は
ス
ー
ツ
や
色
鮮
や
か
な
振
り
袖
に
身

を
包
ん
だ
１
１
０
名
が
出
席
し
、
同
級
生

や
恩
師
と
の
久
し
ぶ
り
の
再
会
で
会
場
は

大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

　
式
典
で
は
、
出
席
者
を
代
表
し
て
尾
先

和
弥
さ
ん
が
記
念
品
を
授
与
さ
れ
、
澤
田

麗
奈
さ
ん
が
「
こ
れ
ま
で
成
長
を
見
守
っ

て
く
れ
た
人
た
ち
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を

忘
れ
ず
、
今
後
も
成
長
し
て
い
き
た
い
で

す
」
と
謝
辞
を
述
べ
ま
し
た
。

　
式
典
後
は
、
成
人
式
実
行
委
員
が
交
流

会
を
進
行
し
、
抽
選
会
な
ど
で
な
ご
や
か

な
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
し
た
。

令和６年令和６年
成人式成人式 ハタチの誓い

▲成人式実行委員のメンバー
（左から）船田和さん、渡邊壱颯さん、大森琉希さん

家
族
や
友
人
へ
の
感
謝
を
胸
に

家
族
や
友
人
へ
の
感
謝
を
胸
に



5 広報だいせん　令和 6年 2月号

ま
ち
の
話
題

成人式出席者にアンケート

徹底調徹底調査 査 二十歳二十歳のの今今

　
大
山
町
へ
の
想
い
を
ど
う
ぞ

・�

自
然
が
多
く
て
魅
力
の
あ
る
大
山
町

が
好
き
で
す

・�

住
民
の
つ
な
が
り
が
あ
る
町
に
な
っ

て
ほ
し
い

・�

人
口
が
増
え
て
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
町

に
な
っ
て
ほ
し
い

　
町
長
！

　
　
大
山
町
を
こ
ん
な
町
に
し
て

・�

商
業
施
設
や
遊
ぶ
場
所
を
作
っ
て
ほ

し
い

・�

子
育
て
し
や
す
い
町
に
し
て
ほ
し
い

・�

交
通
の
便
利
を
良
く
し
て
ほ
し
い

み
な
さ
ん
の
職
業
は
？

み
な
さ
ん
の
職
業
は
？

将
来
、
結
婚
し
た
い
と

将
来
、
結
婚
し
た
い
と

思
い
ま
す
か
？

思
い
ま
す
か
？

あ
な
た
は
誰
に
恩
返
し

あ
な
た
は
誰
に
恩
返
し

し
た
い
と
思
い
ま
す
か
？

し
た
い
と
思
い
ま
す
か
？

　
　
　
　
　
　
　
　（
複
数
回
答
可
）

現
在
、
大
山
町
に

現
在
、
大
山
町
に

住
ん
で
い
ま
す
か
？

住
ん
で
い
ま
す
か
？

こ
れ
か
ら
の
将
来
に

こ
れ
か
ら
の
将
来
に

対
し
て
不
安
を
感
じ
て

対
し
て
不
安
を
感
じ
て

い
ま
す
か
？

い
ま
す
か
？

か
な
え
た
い
夢
は

か
な
え
た
い
夢
は

あ
り
ま
す
か
？

あ
り
ま
す
か
？

Q1

Q4

Q6

Q2

Q5

Q3

学生
73%

社会人
27%

したい
68%

したくない　5%

どちらとも
言えない
26%

既婚　1％

家族 友達 学校の
先生

その他

94

46

25

5

はい
34%

いいえ
66%

はい
36%

いいえ
45%

どちらとも
言えない
19%

ある
61%

ない
31%

すでに夢がかなった
8%



6広報だいせん　令和 6年 2月号

ま
ち
の
話
題

消防力の集結！　大山町消防出初式

　１月７日に新春恒例の大山町消防出初式が、名和農業者
トレーニングセンターで執り行われました。
　式典では、消防活動において功績があった団員への表彰
が行われた後、陶山団長が町民の消防団への期待に応える
ため、日々訓練に精励するよう訓辞しました。
　式典後は屋外に移動し、団旗を掲げての力強く整然とし
た分列行進、名和川での全分団一斉放水を披露して、今年
１年が災害の少ない年であるよう願うとともに、防火・防
災意識の高揚を図りました。
　大山町消防団は、住民の生命や財産を守るため、訓練や
啓発などの活動に取り組みます。

　火災を引き起こすのは、わず
かな不注意によることが多く、
意識次第で防ぐことができます。
　私たち一人一人が防火意識を
持ち、恐ろしい火災からあなた
の大切なものを守りましょう。

コミュニティ助成事業で安全安心な地域づくり

　平成20年に設立された下前谷自主防
災会は、これまで地震発生を想定した避
難訓練、救急救命訓練などに取り組んで
きました。これらの活動実績などが評価
され、本年度事業採択となり、リヤカー
や担架などが整備されました。
　整備された資機材により、住民意識の
いっそうの高まりが期待されます。

　福田集落と赤坂集落には除雪機が整備されました。これによ
り、「皆で協力して除雪しよう」と、集落内の除雪の出動態勢
を整えました。
　除雪機の整備により、生活道路などの除雪の効率化が期待さ
れます。

　コミュニティ助成事業とは一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業の一環として行う
助成事業です。

下前谷自主防災会 福田集落・赤坂集落

▲下前谷自主防災会に設置された機材

▲赤坂集落

▲福田集落

▲消防団員による分列行進▲式典での整列

▲名和川での一斉放水



7 広報だいせん　令和 6年 2月号

お
知
ら
せ

　令和6年1月から、出産する国民健康保険被保険者の国民健康
保険税の所得割額と均等割額が産前産後期間の4か月間（2人以
上の多胎妊娠の場合は6か月間）免除されます。

i

問 手続きに関すること
　　健康対策課 0859-54-5206
税額に関すること
　　税　務　課 0859-54-5208

（例）令和6年4月が出産予定月の場合
令和6年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

国民健康保険の方へ
産前産後期間の国民健康保険税が免除されます

この期間が免除されます。
出産

詳しくはQRコードから大山町ホームページをご
覧いただくか、右記問い合わせ先までお問い合わ
せください。

i

問　福祉介護課 0859-54-5207

くらし応援給付金を支給します

対象となる方
出産予定日が令和5年11月1日以降の国民健康保険被保険者の方
　※妊娠85日（4ヶ月）以上の出産が対象
　※死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含む
受付期間　
出産予定日の6ヶ月前から（出産後の届出も可能）
免除期間
出産予定月（又は出産月）の前月から出産予定月（又は出産月）の
翌々月の4ヶ月。
多胎の方は、出産予定月（又は出産月）の3ヶ月前からの6ヶ月。
　※�ただし、令和5年度分は令和6年1月以降の期間分のみが免除と
なります。

届出に必要な書類
　①届出書
　②母子健康手帳
　③�親子関係を明らかにする書類
（出産後に届け出を行う時に�
必要な場合があります）

届出先
　健康対策課

給付金の種類　　①国が給付するもの（70,000円）
　　　　　　　　②町が給付するもの（32,000円）
支給対象世帯　　次の2点の条件をすべて満たす世帯
・基準日（令和5年12月1日）において大山町に住民登録があること。
・世帯全員の住民税が非課税であること。　
支給額
◆支給対象世帯の要件をすべて満たす世帯
　102,000円（①および②）
◆住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
　32,000円（②のみ）
申請方法および支給予定日

支給対象世帯であることを町で確認できる世帯 支給対象世帯であることを町で確認できない世帯
申請方法 プッシュ型支給のため、申請は不要。 申請書または確認書を送付しますので手続きが必

要。
通 知 等�
発送予定

1月末日 1月末日

支給予定日 2月末日 2月末日以降順次
▲大山町HPはこちら



8広報だいせん　令和 6年 2月号

お
知
ら
せ

令
和
６
年
４
月
使
用
分
か
ら

　
水
道
料
金
を
改
定

安心・安全な水道水を届けるために安心・安全な水道水を届けるために
　蛇口をひねるといつでも水が出てそのまま飲むことができます。しか　蛇口をひねるといつでも水が出てそのまま飲むことができます。しか
しこの水は自然に湧き出ているわけではありません。浄化や検査といっしこの水は自然に湧き出ているわけではありません。浄化や検査といっ
たさまざまな工程を経て、皆さんに安全な水が届けられます。たさまざまな工程を経て、皆さんに安全な水が届けられます。
　大山町では、安心・安全な水道水を皆さんにお届けするため、水道料　大山町では、安心・安全な水道水を皆さんにお届けするため、水道料
金の改定を行います。金の改定を行います。

■	

こ
れ
ま
で
の
経
過

　
令
和
5
年
4
月
に
大
山
町
水
道
料
金
審
議

会
に
対
し
、
大
山
町
の
水
道
料
金
の
あ
り
方

に
つ
い
て
諮
問
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
令

和
5
年
9
月
ま
で
6
回
開
催
さ
れ
た
審
議
会

で
は
、
水
道
料
金
体
系
の
検
討
や
適
正
な
水

道
料
金
の
あ
り
方
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ

て
き
ま
し
た
。

　
令
和
5
年
10
月
20
日
に
大
山
町
水
道
料
金

審
議
会
か
ら
答
申
が
あ
り
、こ
れ
を
踏
ま
え
、

令
和
5
年
12
月
定
例
会
に
水
道
料
金
を
改
定

す
る
条
例
（
案
）
を
上
程
し
、
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

給水人口（人）

R5

有収水量（千m3）

年間有収水量（千m3）

13,500
1,400
1,390
1,380
1,370
1,360
1,350
1,340
1,330
1,320
1,310
1,300

13,000

12,500

12,000
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

給水人口

■	

料
金
改
定
が
必
要
に

　
水
道
事
業
は
日
常
生
活
に
必
要
不
可
欠
な

「
水
道
水
」
を
安
定
的
か
つ
継
続
的
に
供
給

す
る
こ
と
を
目
的
に
運
営
し
て
お
り
、
そ
の

経
営
に
必
要
な
費
用
は
、
使
用
者
の
皆
様
か

ら
い
た
だ
く
水
道
料
金
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
本
町
の
水
道
事
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
、

給
水
人
口
の
減
少
や
節
水
機
器
の
普
及
に
よ

り
料
金
収
入
が
減
少
し
て
い
く
一
方
で
、
老

朽
化
し
た
水
道
施
設
及
び
管
路
の
更
新
を
加

速
的
に
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
た
め
経
常

費
用
が
著
し
く
増
加
し
て
い
き
、
令
和
６
年

度
か
ら
赤
字
経
営
に
な
る
見
込
み
で
す
。

　
今
後
も
経
費
削
減
な
ど
の
経
営
努
力
を
続

け
て
ま
い
り
ま
す
が
、
安
心
・
安
全
な
水
道

水
を
こ
れ
か
ら
も
安
定
し
て
お
届
け
す
る
た

め
に
、
水
道
料
金
の
改
定
（
値
上
げ
）
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▲老朽化した水道管



9 広報だいせん　令和 6年 2月号

お
知
ら
せ

新しい料金表について（令和6年5月請求分から適用）
　令和6年4月使用分（令和6年5月請求）から新料金が適応されます。水道料金は、基本料金と従量
料金の合計額から算出しています。

水道料金改定表� （税込）

口　径
基本料金

（１ヶ月につき）
従量料金（1m3あたり）

（9～100m3） （101m3～）

現　行 改定後 現　行 改定後 現　行 改定後

13㎜ 880.0円 985.6円

154.0円 178.2円 171.6円 178.2円

20㎜ 886.6円 992.2円

25㎜ 898.7円 1,006.5円

30㎜ 955.9円 1,070.3円

40㎜ 1,012.0円 1,133.0円

50㎜ 1,317.8円 1,475.1円

75㎜ 1,534.5円 1,718.2円

100㎜ 1,684.1円 1,885.4円

基本料金
・�水道を契約されている全ての方に負担いただくもので、口径によって金額が�
異なります。

・現行より12％値上がりします。

従量料金

・１ヶ月の使用水量が8m3を超えた場合、1m3ごとに料金が加算されます。
・１ヶ月の使用水量が8m3以下の場合は、従量料金はかかりません。
・現行の２段階制を廃止し、一律にします。
・�現行より、1m3あたり9～100m3で24円20銭、101m3以上で6円60銭�
値上がりします。

使用水量
（１ヶ月につき） 計　　算　　式

０m3～８m3 基本料金のみ

９m3～ 基本料金　＋　従量料金　{178.2円×（使用水量－8m3）}

水道料金の計算方法について（１ヶ月）
　契約口径の基本料金および使用水量を確認し、下表の該当する使用水量の計算式に数字をあてはめ
て算出される金額が請求額となります。（１円未満切り捨て）

●口径13mmで１ヶ月30ｍ3使用した場合
　【現行】4,268円　⇒　【改定後】4,906円（638円増加）
　算定式　985.6円＋｛178.2円×（30ｍ3－8ｍ3）}＝4,906円

問 水道課　 0859-54-5204

［例］



10広報だいせん　令和 6年 2月号

お
知
ら
せ

　
12
月
1
日
付
で
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
民

生
委
員
・
児
童
委
員
1
人
が
新
た
に
委
嘱
さ

れ
ま
し
た
。

　
任
期
は
、
令
和
7
年
11
月
30
日
ま
で
で
、

地
域
に
密
着
し
た
幅
広
い
福
祉
活
動
に
携
わ

ら
れ
ま
す
。

◆
若
者
サ
ポ
ス
テ
出
張
相
談

　
お
お
む
ね
15
～
49
歳
の
方
で
働
き
た
い
け

ど
一
歩
踏
み
出
せ
な
い
方
、
ご
家
族
の
方
、

一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

◆
日
時　
２
月
15
日
㈭

　
　
　
　
　
13
時
30
分
～
15
時
30
分

◆
場
所　
名
和
公
民
館

予　
よ
な
ご
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
　

０
８
５
９-

21-

５
６
７
８

　
令
和
6
年
4
月
か
ら
の
下
水
道
会
計
制
度

の
変
更
に
伴
い
、
令
和
６
年
３
月
分
か
ら
、

毎
年
度
３
月
分
使
用
料
の
納
期
限
を
変
更
い

た
し
ま
す
。
併
せ
て
口
座
振
替
日
も
変
更
い

た
し
ま
す
。

　
（
納
期
限
が
休
日
等
の
と
き
は
、
こ
れ
ら

の
日
の
翌
開
庁
日
が
納
期
限
・
口
座
振
替
日

と
な
り
ま
す
）

変
更
後

該
当
月

納
期
限

12
、
３
月
以
外

月
末

12
月
・
３
月

25
日

変
更
前

該
当
月

納
期
限

12
月
以
外

月
末

12
月

25
日

問　
水
道
課

　
　

０
８
５
９-

54-

５
２
０
４

民
生
委
員
の
交
代
に
つ
い
て

公
共
下
水
・
農
業
集
落
排
水
の

下
水
道
使
用
料
の
納
期
限
が

変
更
に
な
り
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
口
座
振
替
で
の
前
納
・
早
割
が
お
得
で
す

　
国
民
年
金
の
保
険
料
を
前
納
（
前
払
い
）
す
る
と
毎
月
納
付
す
る
場
合
に
比
べ
て
、
最
大

１
６
，
１
０
０
円
の
割
引
に
な
り
ま
す
。

◆
口
座
振
替
の
手
続
き
に
つ
い
て

（
必
要
な
も
の
）

・
基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
も
の

・
通
帳

・
通
帳
の
届
出
印

（
手
続
き
場
所
）

　
次
の
い
ず
れ
か
の
場
所
で
手
続
き
が
で
き

ま
す
。

・
金
融
機
関
の
窓
口

・
米
子
年
金
事
務
所

・�

大
山
町
役
場
住
民
課
ま
た
は
各
支
所
総
合

窓
口
室

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

・
米
子
年
金
事
務
所　

　

０
８
５
９-

34-
６
１
１
１

・
大
山
町
役
場
住
民
課　

　

０
８
５
９-

54-

５
２
１
０

詳
し
く
は
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

令和5年度の保険料（月額16,520円）で比較してしてみよう

支払い
方法

1ヶ月分
6ヶ月分

（4～9月分、　　　　
10月～翌年3月分）

1年分
（4月～翌年3月分）

2年分
（4月～翌々年3月分）

保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額

毎月納付 16,520円 － 99,120円 － 198,240円 － 402,000円 －

口座振替
16,520円 －

97,990円 1,130円 194,090円 4,150円 385,900円 16,100円
16,470円
（早割※） 50円

※早割　口座振替を当月末の口座振替にすると、毎月の保険料が50円割引になります。

▲日本年金機構
　HPはこちら

担
当
区
域

新
民
生
児
童
委
員

長
野
・
庄
田

松
本�

通
夫
さ
ん
（
長
野
）

問　
福
祉
介
護
課

　
　

０
８
５
９-

54-

５
２
０
７

◆
ハ
ー
ト
フ
ル
ス
ペ
ー
ス
出
張
相
談

　
お
お
む
ね
15
～
20
歳
の
青
少
年
の
学
校
復

帰
や
社
会
参
加
を
支
援
し
ま
す
。

◆
日
時　
２
月
６
日
㈫

　
　
　
　
　
　
10
時
～
12
時

◆
場
所　
中
山
公
民
館

予　
西
部
ハ
ー
ト
フ
ル
ス
ペ
ー
ス

　
　

０
８
５
９-

21-

９
１
５
５

心
の
健
康
事
業
の
お
し
ら
せ

　
委
員
さ
ん
は
、
社
会
奉
仕
の
精
神
を
も
っ

て
活
動
し
て
い
た
だ
く
無
報
酬
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
す
。
具
体
的
に
は
、
住
民
の
皆
さ

ん
が
抱
え
る
生
活
上
の
問
題
や
、
高
齢
者
・

児
童
福
祉
等
の
相
談
に
応
じ
た
り
、
助
言
や

情
報
提
供
を
行
っ
た
り
し
ま
す
。
ま
た
、
援

護
が
必
要
な
方
の
見
守
り
や
、
地
域
と
行
政

と
の
つ
な
ぎ
役
と
し
て
も
お
世
話
い
た
だ
き

ま
す
。

➡

問　
健
康
対
策
課

　
　

０
８
５
９-

54-

５
２
０
６



11 広報だいせん　令和 6年 2月号

お
知
ら
せ

　
　
自
分
の
個
人
情
報
は
自
分
で
守
る
!!

本
人
通
知
制
度
に
登
録
し
ま
せ
ん
か

　
「
本
人
通
知
制
度
」
と
は
、
本
人
以
外

の
代
理
人
や
第
三
者
に
戸
籍
謄
抄
本
お
よ

び
本
籍
の
記
載
が
あ
る
住
民
票
の
写
し
等

を
交
付
し
た
場
合
、
事
前
に
登
録
さ
れ
た

方
に
対
し
て
交
付
し
た
事
実
を
お
知
ら
せ

す
る
制
度
で
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
住
民
票
の
写
し
等
の
不

正
請
求
の
抑
止
や
、
不
正
取
得
に
よ
る
個

人
の
権
利
侵
害
の
防
止
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

登
録
で
き
る
人

•

大
山
町
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
方

•

大
山
町
に
本
籍
が
あ
る
方

（
住
民
票
の
除
票
ま
た
は
除
籍
の
あ
る
方

も
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

登
録
に
必
要
な
も
の

　
申
請
者
本
人
が
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
本
人
が
疾
病
等
の
や
む
を
得
な

い
事
情
で
自
ら
申
請
す
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
の
み
、
代
理
人
に
よ
る
申
請
が
可
能

で
す
。

•

申
請
書

•

登
録
者
の
本
人
確
認
書
類

　
（
運
転
免
許
証
・
個
人
番
号
カ
ー
ド
等
）

•�

代
理
人
が
登
録
す
る
場
合
は
、
登
録
者

本
人
の
自
署
し
た
委
任
状
及
び
代
理
人

の
本
人
確
認
書
類

登
録
期
間

　
登
録
し
た
日
か
ら
３
年
間

※�

引
き
続
き
登
録
を
希
望
す
る
場
合
は�

更
新
の
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象
と
な
る
証
明
書

　

•

住
民
票
の
写
し
（
本
籍
記
載
）

　

•

戸
籍
の
附
票
謄
抄
本
（
本
籍
記
載
）

　

•

戸
籍
の
全
部
又
は
一
部
事
項
証
明
書

　

•

戸
籍
の
記
載
事
項
証
明
書

（
消
除
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
・
除
籍
等

を
含
み
ま
す
）

通
知
内
容

　
交
付
年
月
日
、
交
付
し
た
証
明
書
の
種

類
、
通
数
、
請
求
者
の
種
別
（
代
理
人
、

第
三
者
等
）

通
知
の
対
象
除
外
に
つ
い
て

　
以
下
の
場
合
は
、
通
知
の
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
。

•�

国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
等
の
機
関
か

ら
の
請
求

•�

本
籍
及
び
筆
頭
者
の
記
載
を
省
略
し
た

住
民
票
の
写
し
・
戸
籍
附
票

•�

弁
護
士
や
司
法
書
士
等
の
特
定
事
務
受

任
者
が
、
裁
判
・
訴
訟
手
続
き
や
紛
争

処
理
手
続
き
に
つ
い
て
の
代
理
業
務
に

使
用
す
る
た
め
の
請
求

登
録
の
変
更
に
つ
い
て

　
登
録
者
の
氏
名
・
住
所
・
本
籍
等
が
変

更
に
な
っ
た
場
合
は
、届
出
が
必
要
で
す
。

　
変
更
の
届
出
が
な
い
場
合
は
、
登
録
を

抹
消
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

登
録
の
更
新
通
知
に
つ
い
て

　
登
録
期
間
が
満
了
と
な
る
方
へ
、
更
新

手
続
き
の
ご
案
内
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　
本
人
通
知
制
度
を
継
続
し
て
ご
利
用
に

な
り
た
い
場
合
は
、
満
了
日
の
１
か
月
前

か
ら
登
録
更
新
の
申
請
が
で
き
ま
す
。

登
録
及
び
更
新
の
受
付
場
所

　
住
民
課
ま
た
は
各
支
所
総
合
窓
口
室

問　
住
民
課

　
　

０
８
５
９-

54-

５
２
１
０

本人
（登録者）

登録

住民票の写し等

交付請求者
（代理人・第三者）

住所・本籍のある
市役所
町村役場

《本人通知制度の流れ（イメージ図）》

①

⑤

③

②

④

事前の
登録申請

登録者へ
通知

交付請求

住民票等の
交付

平成　年　月　日　　　　　○○市長　○○　○○　　　　　　　 印

これは、戸籍に記載されている事項の全部を証明した書面である。

以下余白

身分事項　出　　生

    婚　　姻

[ 出生日 ]　平成　年　月　日              

[ 出生地 ]　○○市[ 届け出日 ]　平成　年　月　日
[ 届出人 ]　父

[ 婚姻日 ]　平成　年　月　日              

[ 配偶者名 ]　○○○○[ 従前戸籍 ]　○○市○○町○○丁○○番地　○○○○

戸籍に記録されている者
[ 名 ]　○ ○[ 生年月日 ]　平成　年　月　日              [ 配偶者区分 ]　妻

[ 父 ]　○○○○[ 母 ]　○○○○[ 続柄 ]　次女

身分事項　出　　生

    婚　　姻

[ 出生日 ]　平成　年　月　日              

[ 出生地 ]　○○市[ 届け出日 ]　平成　年　月　日
[ 届出人 ]　父

[ 婚姻日 ]　平成　年　月　日              

[ 配偶者名 ]　○○○○[ 従前戸籍 ]　○○市○○町○○丁○○番地　○○○○

戸籍に記録されている者
[ 名 ]　○ ○[ 生年月日 ]　平成　年　月　日              [ 配偶者区分 ]　夫

[ 父 ]　○○○○[ 母 ]　○○○○[ 続柄 ]　長男

○○市○○町○○丁目○番地
○○　○○

本　　　　　籍氏　　　　　名

全部事項証明

戸籍事項
戸籍編製

[ 改製日 ] 　平成　年　月　日
[ 改製事由 ]　○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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　スポーツや文化活動を通して、鳥取県内の高齢者同士の交流の輪を広め、健康と仲間づくり、生きがいづくり
を促進すると共に、第36回全国健康福祉祭とっとり大会（ねんりんピックはばたけ鳥取2024）の選手選考会と
して開催します。
◆応募資格　鳥取県に在住する60歳以上の方。（昭和40（1965）年4月1日以前生まれの方）
◆競　　技　全12種目
　　　　　　卓球、テニス、ソフトテニス、ソフトボール、ゲートボール、ペタンク、
　　　　　　ゴルフ、弓道、グラウンド・ゴルフ、囲碁、将棋、健康マージャン
◆開 催 日　主に令和6年5月上・中旬頃に種目毎に開催
◆開催場所　県東部地区を中心に開催（東部地区以外で開催される種目もあり）
◆募集方法　所定の参加申込用紙に記入し、FAX又は郵送でお申し込みください。
　　　　　　参加申込書は、3月上旬に市町村、市町村社会
　　　　　　福祉協議会、公民館、図書館等に配架予定です。
◆募集締切　令和6年4月15日（月）　
　詳しい募集内容については、右記にお問い合わせ
ください。

募 第３２回（令和６年度）因伯シルバー大会　出場者募集
―「ねんりんピックはばたけ鳥取2024」予選会 ―

問 �大山町名和マラソンフェスタ実行委員会事務局�
大山支所　観光課内　 0859-53-3110

募

大山町名和マラソンフェスタ２０２４　出場者募集大山町名和マラソンフェスタ２０２４　出場者募集

日時　5月26日（日）　9時20分スタート
会場　名和総合運動公園
種目及び参加料
　ハーフマラソン男女（高校生以上）　4,500円
　　　　　　　　　　　（ただし高校生2,500円）
　５km男女　3,700円
　（ただし高校生2,500円、中学生以下2,000円）
申込期間
　2月15日（木）～3月14日（木）

※	申込が定員に達した場合は、申込期間中でも募集を
締め切りますのであらかじめご了承ください。

申込み方法
　次の①②いずれかの方法でお申し込みください。
①郵便振込
　大会要項の払込取扱票に必要事項を記入し、郵便局
に参加料をお支払いください。要項は、町内各施設に
あります。
②インターネット（先着800名）
　「ＲＵＮＴＥＳ」ホームページよりお申込みくださ
い。※振込手数料が別途必要です。

申 問 〒689-0201　鳥取市伏野1729-5
社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会
ねんりんピック連携室　 0857-59-6332
　鳥取ことぶきネット

募 第５回大山町まるごと講座　“災害がやってきた時”

申 問 中山公民館　 0858-58-2334

当時の様子を伝える

▲

�
昭和62年�広報なかやま　

　40年程前、中山で大規模な自然災害が発生しました。この台風19号被害の様子を捉え
た貴重な映像を上映‼　被災時にここまで役立つようになった携帯電話のさまざまな機能
も優しく学びます。
　まるごと講座第５回は、大山さんに守られた地域にも想定される災害への対応策につい
て、実際の被害状況のビデオ映像での確認と、携帯電話で可能となった、様々な被災時対
処術を学ぶ機会とします。ぜひご参加ください。
日時　2月24日（土）13時30分から　　場所　中山生活想像館
　まるごと講座参加には、申し込みが必要です。参加を希望される�
方は2月16日（金）までにお申し込みください。
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大山の里所子（所子地区） 集う・つながる・やってみる

「とことこ通信」で情報発信
　大山の里所子では情報発信に力を入れており、SNSだけでなく、「とこと
こ通信」を所子地区の各施設や全戸に配布しています。「集まることで生ま
れるつながり」を大切にしていますが、参加できない地域住民の方への情報
発信も大切にしています。
　また、活動拠点としている旧所子保育所（とことこ館）を大切に長く使用
するため、毎月第一日曜日には整備・清掃をしていま
す。建設から長い年月が経った建物であっても地域の力
で守っていくことも必要であると考えます。
　地域の困りごとをみんなで集まって相談・解決できる
環境を今後も守っていくために活動をしていきます。

▲大山の里所子Instagram
（上）活動拠点である旧所子保育所（とことこ館）
（下）多くの人でにぎわったマルシェ

　大山町内には10の地域自主組織があります。それぞれの特色ある活動についてお伝えしていきます。

人気のランチがつながりを生む
　ふれあいの郷かあら山では旧高麗保育所を拠点に活動していま
す。活動の目玉となるのはランチ営業。手作りの日替わり定食を提
供しています。中でも一番人気は木曜日限定の「大山おこわ」です。
こだわりのレシピを基に作られており、これを目当てに多くの地域

住民の方が集まっています。
　また、学校帰りの子どもたちの「集
いの場」にもなっており、宿題や読書をしたり、施設内
の設備で遊んだりと年代を超えて交流することができま
す。
　ここでの「つながり」が日々の生活の刺激となり、地
域の困りごとの解決の場にもなっています。

ふれあいの郷かあら山（高麗地区） 住んでいて楽しい、安心・安全を実現したい。

まちづくり大山（大山地区） 「のびのび」～地域の子どもをみんなで見守る活動～

知ってごしない　知ってごしない　地域自主組織地域自主組織

▲ふれあいの郷かあら山HP

（上）�恒例の夏休みスイカ�
わり大会

（右）�一番の人気メニューの�
大山おこわ

自分の育った町を思い出してほしい
　まちづくり大山では地域の子どもたちのためにさまざまな活動を
しています。身近にある自然でフィールドワークをしたり、家族以
外の地域のおとなと交流するなど、ここでしか体験できないことを
体験することで今後の成長過程に役立ててほしいからです。この取

り組みには「のびのび」の卒業生も
参加しています。自分が地域で体験
したことをおとなになって子どもたちへ伝えるという良
い循環にもなっています。
　集落支援員の杉谷さんは「子どもを起点にお母さんた
ちの交流の場にもなってほしい。そして老いも若いもみ
んなが集える場所にしていきたい。」と今後の活動に更
なる意欲を燃やしておられます。

▲まちづくり大山facebook

（上）フィールドワークの様子
（右）�鳥大医学生と連携して�

のびのびを実施
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ごみ通信ごみ通信 ～小さな取り組みが大きな成果につながる～

ごみは町指定のごみ袋に入れて出してください
　大山町では、可燃ごみや不燃ごみ、資源ごみなどを出すときは、町指定のごみ袋に入れて出していただくよう
お願いします。

　町指定ごみ袋は、ごみ削減へ向けたメッセージを記すため、デザインが変更されることがあ
ります。旧デザインの袋も、新デザインの袋と変わらず使用していただくことができます。た
だし、市町村合併（平成17年３月）以前の袋は使用できませんので、ご注意ください。

問 住民課　 0859-54-5210

大山恵みの大山恵みの
里だより　里だより　
vol.184vol.184

広　告

〒689-3211
鳥取県西伯郡大山町御来屋988-7
Mail：halekaishinkyuin@gmail.com
HP  ：https://www.halekai-shinkyuin.com/

◆訪問鍼灸リハビリなら◆
晴れ海鍼灸院

院 長 鳥本 悠介

TEL/FAX：0859-57-6220

営業時間　平日9:00～18:00
　　　　　（土・日・祝休み）

大山町のケーブルテレビ

大山チャンネル大山チャンネル

CATV113ｃｈ　朝から夜まで毎日放送中

▲令和３年以前のデザインのごみ袋
　（左から可燃用、分別用、事業可燃用）

家に以前のデザインのごみ袋が残っているけど使えるの？



大山町長　竹口　大紀
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正しく使って除雪機による事故を防ごう！

＊お気軽に消費生活相談窓口をご利用ください。
　消費者ホットライン　 188　（平日は大山町役場住民課につながります）

消費生活相談窓口ですはい！

油断は禁物です！

　久しぶりにコロナ関係の行動制限がない年末年始、みなさまいかが
お過ごしでしたでしょうか？私は中学校の同級生に誘われ、「元旦マラ
ソンに参加する」という目標を、ようやく達成することができました。
　今年は、年始から町内外のみなさまにたくさんお会いしたことも
あって、交流が再開しつつあることを改めて実感したところです。
　すでに2024年も1ヶ月が過ぎ去りました。コロナで失われた機会を、一歩ずつ着実に取り戻していき
ましょう。

～ episode 62 ～

▲名和神社前から新年のスタート！

くらしに役立つ情報や最新の消費生活トラブルをお伝えします。
知っておくと適切な対応ができます。

　　～「ちょっとだけなら…」が命取り～

　大雪の際に強い味方となる除雪機ですが、誤った
使い方をすると命を落とす危険もあります。正しく
安全な作業で事故を防ぎましょう。
●事故の概要
　NITE（（独）製品評価技術基盤機構）の情報によ
ると、2022年度までの10年間に通知された除雪機
による死傷事故は38件。うち21件が2020年度以
降の３年間に発生しています。
また、38件の事故のうち25件が死亡事故となって
おり、その多くが使用者の誤使用・不注意によるも
のです。
●事故を防ぐポイント
・�デッドマンクランチ機構（手を離すと自動的に除
雪機が止まる安全機構）を固定するなどして機能

を無効にしないようにしましょう。使用者が転倒
などした際にも除雪機が止まらず、思わぬ事故に
つながります。
・�エンジンをかけたまま離れない。作業時以外は必
ずエンジンを止めましょう。
・�除雪作業をする時は、周囲に人がいないことを確
認しましょう。また、後進するときは、足もとや
後方に障害物がないか気をつけましょう。
・�雪詰まりを取り除く際は必ずエンジンを切り、エ
ンジンや回転部の停止を確かめてから、必ず備え
付けの雪かき棒を使用して取り除いてください。
・�作動中の除雪機の排気には一酸化炭素が多く含ま
れています。屋内や換気の悪い場所では絶対にエ
ンジンをかけたままにしないでください。

　こんにちは。なかやま温泉ゆーゆー倶楽部ナス
パルです。疲れた心と身体のリフレッシュにぜひ
中山温泉をご利用ください。

なかやま温泉だよりなかやま温泉だよりvol.116vol.116

◆なかやま温泉 0858-49-3330

【ご利用案内】
営業時間　10時～21時（20時30分受付終了）
休 館 日　毎月第2月曜日
料　　金　大人500円　小人250円
〇お得な回数券、ポイントカードもございます。

２月イベント情報
『ぐりぷらひろば』　2月3日（土）・4日（日）10時～17時
【料金】一人300円
『中山温泉朝市』　2月4日（日）9時～11時半
　出店者募集中‼　大山ジビエ振興会、コーヒー、クレー
プ、干物、占いなど多くのお店が出店しています。
『ナスパルシアター』　2月17日（土）
10時・14時の2回上映　
映画『生きる』
【料金】大人1,000円　中学生以下500円　未就学児無料
『お風呂の日』　2月26日（月）ポイント5個プレゼント!!



～このまちで暮らす・働く・そして好きになる～

私たちのまち　　１月１日現在　　（　）内は前月比
人口�15,045人（－27）　男�7,267人（－27）　女�7,778人（±0）　世帯数�5,600世帯（－6）
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　大山町内でカフェを経営する福留さん。大山町内外から来られる多くのお客さんで
店内は日々 にぎわっています。そこで毎月開催されているのが男女の出会いの場となる
「つれづれな会」です。この会は参加者の年齢と人数を事前に決めて開催されており、
毎回多くの参加者でにぎわっています。
　福留さんは大山町出身。東京で料理の修行等を経て故郷へUターンし、2022年に奥

　一方で「つれづれな会」を大山町の魅力発信にも繋げていきたいと話す福
留さん。大山町の雰囲気を実際に来て肌で感じてもらい、地元の食材をふん
だんに使用した料理で食材の良さを舌で感じてもらいたいと言います。こうし
た故郷への熱い想いが福留さんの原動力になっています。

▲地元産の野菜をふんだんに使用して�
　料理を提供しています

「つれづれな会」の様子▲
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 大
だ い

樹
き

さん
〈カフェ経営〉

さんの麻実さんと一緒にカフェを開業しました。実
は開業前からすでに「つれづれな会」の構想は夫
婦2人で始まっており、昨年の4月にようやく実現
することができたそうです。
　実現に至った背景には福留さんの故郷への熱
い想いがありました。「少子高齢化により人口減少
が進む大山町で、自分に出来ることはないかと考
えた時に、料理をコミュニティ作りのきっかけに出
来ないかと考えました。今、人とのつながりをSNS
などで広げる人が増えているなかで、実際に会っ
て、食事や会話を楽しみながら男女のつながりの
きっかけとなるような場を自分の店で提供していこ
うと思いました。」
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